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○日本橋学館大学奨学金規程 
 

(平成 11 年 9 月 29 日制定) 

 

第１条  日本橋学館大学に在学する学生（外国人留学生を除く。）のうち、強い勉学意欲を持ち人物、学

業とも特に優秀と認められ経済的に修学が困難な者若干名を特待生とし、授業料の一部又は全部を免

除する。 

 

第２条  特待生の選考は、理事会が予め定める員数枠の範囲内で１年次は入試選考委員会、２年次以上

は学生関係委員会が行い、教授会の議を経て学長がこれを決定する。 

２  前項の選考は、１年次の特待生にあっては入学試験又はこれに代わるものの成績による。 

３  ２年次以上の選考は前年度の成績等に基づき、前条により行うものとする。 

４  第２項に関し、一般入試を受験した外国人留学生で優秀な成績を修めた者は、前条の適用除外にか

かわらず選考の対象とする。 

 

第３条  特待生として選考された学生には、学長が本人に通知する。 

    

 

附 則 

 この規程は、平成 12 年 4 月 1 日から施行する。 

 

附 則 

 この規程は、平成 13 年 3 月 27 日から施行する。 

 

附 則 

 この規程は、平成 16 年 3 月 7 日から施行する。 

 


